
●
●
●

●
●●

●●●●●●
●

　 ●
●●

●●●●●●
●

　 ●
●●

●●●●●

●

　
　

不
動
産
登
記
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
ス
タ
ー
ト

　
　

〜
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
ま
す
〜

　
　

不
動
産
登
記
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
ス
タ
ー
ト

　
　

〜
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
ま
す
〜

司
法
書
士
無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
！

◆
障
害
基
礎
年
金
の
年
金
額

１
級
障
害

　
　

・
・
・
９
９
３　

１
０
０
円

２
級
障
害

　
　

・
・
・
７
９
４　

５
０
０
円

※
受
給
権
が
発
生
し
た
と
き
に
受

給
権
者
と
生
計
を
同
一
に
し
て
い

る
子
（
18
歳
に
到
達
す
る
日
の
属

す
る
年
度
末
ま
で
の
子
）
が
い
た

場
合
に
は
加
算
額
が
あ
り
ま
す
。

※
た
だ
し
加
入
期
間
の
う
ち
保
険

料
納
付
済
期
間
と
保
険
料
免
除
期

間
（
学
生
納
付
特
例
期
間
・
若
年

者
納
付
猶
予
期
間
含
む
）
を
合
算

し
て
３
分
の
２
以
上
あ
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
（
以
上
の
条
件
を
満

た
し
て
い
な
く
て
も
、
初
診
日
の

属
す
る
月
の
前
々
日
ま
で
の
１
年

間
に
保
険
料
の
未
納
期
間
が
な
け

れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
）

　

な
お
、
20
歳
前
に
初
診
日
が
あ

る
場
合
に
は
、
20
歳
に
な
っ
た
と

き
に
障
害
等
級
の
１
級
ま
た
は
２

級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
な

っ
て
い
れ
ば
20
歳
か
ら
支
給
さ
れ

ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

町
民
環
境
課

　
　
　
　
　
　

℡
66
・
７
１
１
５

　

配
偶
者
控
除
や
扶
養
控
除
の
対
象
と
な
る
親
族
が
、
７０
歳
以
上
（
平
成
１７
年

分
の
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
昭
和
１１
年
１
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）
の
場

合
は
、
通
常
よ
り
多
い
控
除
額
が
所
得
金
額
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

　

通
常
の
３８
万
円
に
代
え
て
４８
万
円

が
所
得
金
額
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

も
し
、病
気
や
け
が
で
障
害
が

　
　
　

残
っ
た
ら･･･

障
害
基
礎
年
金

　
　

不
動
産
登
記
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
ス
タ
ー
ト

　
　

〜
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
ま
す
〜

障害基礎年金

高齢者と税

　

障
害
基
礎
年
金
と
は
、
①
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
人
、
②
国
民

年
金
に
加
入
し
た
こ
と
の
あ
る
６０
歳
以
上
６５
歳
未
満
の
人
で
日
本
国
内

に
住
所
の
あ
る
人
が
病
気
や
け
が
で
障
害
（
国
民
年
金
の
障
害
等
級
表

の
１
級
・
２
級
）
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
年
金
で
す
。

◆
障
害
基
礎
年
金
っ
て
？

◆◆◆ご協力をお願いします◆◆◆

「都市再生街区基本調査」
　　　　　に伴う測量実施
「都市再生街区基本調査」
　　　　　に伴う測量実施

～川越町の人口集中地区が対象～

　国土交通省の実施する「都市再生街区基本調査」

として、測量等を実施します。作業期間中ご迷惑を

おかけしますが、ご協力をお願いいたします。

　四日市北警察署では、(財)暴力追放三重県民センタ

ー及び三重弁護士会民事介入暴力対策委員会の協力を

得て、暴力団との民事トラブルや暴力団の不法行為に

ついて市民から相談を受ける「民事介入暴力巡回法律

相談」を開催します。

　相談者及び内容については秘密厳守され、相談者が

相談したことにより暴力団からの嫌がらせやいわゆる

お礼参り等絶対にさせないため、相談者に対する保護

対策には万全を期しており、これまでも相談者に対し

てお礼参りは一度もありません。一人で悩まず勇気を

持って相談してください。

　お問い合わせは、国土地理院(℡076-441-0888)また

は都市再生機構(℡052-968-3354)まで

　相談日に関するお問い合わせは、四日市北警察刑事課

(℡66-0110㈹)まで

(豊田・天神・上吉・豊田一色・南福崎・高松)

高
齢
者
を
扶
養
し
て
い
る
方
が

受
け
ら
れ
る
特
例

高
齢
者
を
扶
養
し
て
い
る
方
が

受
け
ら
れ
る
特
例

①
配
偶
者
控
除

　

通
常
の
３８
万
円
に
代
え
て
４８
万
円

が
所
得
金
額
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

　

な
お
、
納
税
者
や
そ
の
配
偶
者
の

父
母
や
祖
父
母(

老
親
等)

と
同
居
し

て
い
る
と
き
の
扶
養
控
除
は
、
更
に

１０
万
円
を
加
算
し
た
５８
万
円
が
所
得

金
額
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

②
扶
養
控
除

　

国
民
年
金
・
厚

生
年
金
な
ど
の
公

的
年
金
等
や
生
命

保
険
契
約
等
に
基
づ
く
年
金
を

受
け
取
っ
た
と
き
は
、
雑
所
得

に
な
り
ま
す
。

　

一
定
の
金
額
を
超
え
る
公
的

年
金
等
や
生
命
保
険
契
約
等
に

基
づ
く
年
金
を
受
け
取
る
際
に

は
、
所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
で

精
算
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

四
日
市
税
務
署

　
　
　
　

℡
52
・
３
１
４
１
㈹

　

ご注意ください民事介入暴力巡回
法律相談日

～暴力団とのトラブルに
　　　　　　お困りの方は･･･～

http://shinsei.moj.go.jp/

　

津
地
方
法
務
局
四
日
市
支
局
は
、

８
月
29
日
（月）
か
ら
不

動
産
登
記
及
び
商
業

法
人
登
記
に
つ
い
て

オ
ン
ラ
イ
ン
登
記
申

請
に
関
す
る
事
務
を

取
り
扱
う
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

の
導
入
に
よ
り
、
不
動
産
登
記
の
申

請
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て

行
う
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
従
来
の
書
面
に
よ
る
登

記
申
請
（
郵
送
申
請
を
含
む
）

は
、
引
き
続
き
可
能
で
す
。

問
い
合
わ
せ　

津
地
方
法
務
局

四
日
市
支
局
登
記
部
門

　
　
　
　
　

℡
53
・
２
２
３
７

詳しくは下記URLにアクセス！

防
衛
大
学
校
学
生
等

募
集
の
お
知
ら
せ

　

防
衛
庁
で
は
、
平
成
18
年
春
採
用

の
防
衛
大
学
生
等
（
男
子
・
女
子
）

を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

自
衛
隊
四
日
市
募
集

事
務
所　
　
　
　

℡
51
・
１
７
２
３

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

防衛大学校
高卒（見込含む）
２１歳未満

９月９日

９月３０日
高卒（見込含む）
２４歳未満

１８歳以上
２７歳未満（男子）

年間を通じ
行っています。

受付時にお知らせ
します。

防衛医科大学校

看 護 学 生

２等陸・海・空士

〜

１次　11月12・13日
２次　12月13～16日

１次　11月５・６日
２次　12月７～９日

１次　10月16日
２次　11月18・19日

司
法
書
士
無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
！

司
法
書
士
無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
！

●
相
続
・
贈
与
・
売
買
・
担
保
権

の
設
定
・
抹
消
・
会
社
や
組
合
等

に
関
す
る
登
記　

●
簡
易
裁
判
所

の
訴
訟
・
民
事
調
停
手
続　

●
お

金
の
貸
し
借
り
に
関
す
る
問
題
・

そ
の
他
裁
判
所
へ
の
提
出
書
類
作

成　

●
自
己
破
産
・
調
停
・
個
人

再
生
手
続
き
、
法
律
扶
助
の
方
法

　

な
ど
身
近
な
問
題

と　

き　

10
月
８
日
（土）　

午
前
10
時

〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

じ
ば
さ
ん
三
重
５
階
大
研

修
室

　

ま
た
、
10
月
１
日
（土）
か
ら
７
日
（金）

の
間
は
各
司
法
書
士
事
務
所
で
も
無

料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

三
重
県
司
法
書
士
会

四
日
市
支
部
長　

℡
33
・
０
９
５
７

相
談
内
容
は
…

67

　平成17年分の所得税の確定申告からは、
これまで65歳以上の方が適用できた「老年者
控除」が廃止されました。

　また、65歳以上の方の公的年金等に係る
雑所得の計算方法が変わりました。

期　　間　平成17年10月～平成19年３月

対象地域　川越町の人口集中地区

作業内容　①現地踏査(公共基準点等の状況調査)

　　　　　②測量作業(基準点の設置、
　　　　　　　　　　　及び街区の角等の測量)

と　　き　10月14日(金)　午後１時～4時

と こ ろ　四日市市総合会館

相 談 料　無　料

相談内容　◆暴力団から脅されている。
　　　　　◆暴力団から用心棒代、あいさつ料等を
　　　　　　要求されている。　　　　　･･･ほか　

，，


